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り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
が

膨
大
な
デ
ー
タ
や
計
算
を
一
瞬
で
解
析

し
、
人
間
の
代
わ
り
に
機
械
が
考
え
最

適
な
答
え
を
出
す
よ
う
な
時
代
に
な
る

一
方
で
、
新
し
い
こ
と
を
考
え
、
創
り

だ
す
仕
事
は
無
く
な
ら
な
い
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
「
君
の
絵
を
動
か
す
力
は
、
こ
の
大

地
に
吹
く
風
の
よ
う
に
君
が
生
き
て
い

る
こ
と
、
そ
の
も
の
の
力
な
ん
だ
。」
―

朝
ド
ラ
の
な
っ
ち
ゃ
ん
が
十
勝
に
里
帰

り
し
た
際
、
夫
か
ら
か
け
ら
れ
た
言
葉

で
す
。
何
で
も
理
論
的
に
解
決
し
よ
う

と
す
る
彼
に
は
理
解
で
き
な
い
、
あ
き

ら
め
ず
に
挑
戦
す
る
姿
勢
や
新
し
い
も

の
を
生
み
出
す
力
を
、
開
拓
者
精
神
が

息
づ
く
十
勝
・
帯
広
で
愛
さ
れ
て
育
っ

た
な
つ
が
持
っ
て
い
る
と
感
じ
た
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
地
域
に
根
差
し
た
特
色
あ

る
学
校
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
地
元
か

ら
愛
さ
れ
、
信
頼
さ
れ
て
き
た
南
商
に

も
、
な
つ
の
よ
う
な
力
が
備
わ
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
求
め
ら

れ
る
知
識
や
技
術
、
価
値
観
が
大
き
く

変
わ
る
世
の
中
に
な
っ
て
も
、
こ
れ
か

ら
も
南
商
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
を

考
え
続
け
、
勇
気
を
持
っ
て
新
し
い
こ

と
に
挑
戦
し
て
い
け
ば
、
こ
の
学
校
に
、

ど
ん
な
時
代
で
も
切
り
拓ひ
ら

い
て
い
け
る

「
な
っ
ち
ゃ
ん
コ
ー
ス
」
が
自
然
に
生

ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。

　

今
年
、
南
商
は
開
校
60
周
年
を
迎
え
、

11
月
に
記
念
式
典
を
開
催
し
ま
す
。
人

間
に
例
え
る
と
還
暦
を
迎
え
る
南
商
。

十じ
っ
か
ん干
と
十
二
支
か
ら
な
る
60
の
干え

支と

の

組
合
せ
が
一
巡
す
る
還
暦
に
は
、
第
二

の
人
生
や
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

節
目
の
年
、
卒
業
生
や
先
生
、
み
ん

な
で
こ
れ
か
ら
の
南
商
に
思
い
を
馳は

せ

て
み
た
く
な
り
ま
せ
ん
か
。

　

唯
一
の
市
立
商
業
高
校
と
し
て
、
昭

和
34
年
４
月
に
開
校
し
た
「
北
海
道
帯

広
南
商
業
高
等
学
校
」
は
、“
南
商
”
の

愛
称
で
地
域
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
皆
さ
ん
は
、
南
商
に
ど
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

「
女
子
生
徒
が
多
い
」、「
大
多
数
の
生

徒
が
就
職
」
と
い
っ
た
印
象
を
持
た
れ

て
い
る
人
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
昭

和
50
年
頃
、
20
人
に
一
人
だ
っ
た
男
子

生
徒
が
現
在
で
は
５
人
に
一
人
に
、
２

割
程
度
だ
っ
た
進
学
率
は
、
半
数
近
く

に
ま
で
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
商
業
教
育
を
取
り
巻
く
環
境

も
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
か

つ
て
は
「
読
み
、
書
き
、
そ
ろ
ば
ん
」

の
学
問
が
商
人
を
育
て
て
き
ま
し
た
。

子
ど
も
の
習
い
事
と
し
て
も
人
気
で
、

私
も
小
学
生
の
時
、
珠
算
塾
に
通
っ
て

い
ま
し
た
が
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

社
会
人
に
な
っ
た
時
に
は
、
す
で
に
電

卓
が
あ
り
、
数
年
後
に
は
パ
ソ
コ
ン
に

入
力
す
る
と
自
動
計
算
す
る
時
代
に
な
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幼
稚
園
な
ど
の

利
用
料
無
償
化

無
償
化
の
対
象
を
紹
介

・
公
立
保
育
所
の
副
食
費
は
月
額
４
５

０
０
円
で
す
。

幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
【
教
育
利
用
】

の
預
か
り
保
育

▽
３
〜
５
歳
は
、
月
額
１
万
１
３
０
０

円
ま
で
の
利
用
料
（
保
育
の
必
要
性
の

認
定
が
必
要
）※

▽
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
満
３
歳
は
、

月
額
１
万
６
３
０
０
円
ま
で
の
利
用
料

認
可
外
保
育
施
設
な
ど

▽
３
〜
５
歳
は
、
月
額
３
万
７
０
０
０

円
ま
で
の
利
用
料
（
保
育
の
必
要
性
の

認
定
が
必
要
）※

▽
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
０
〜
２
歳
は
、

月
額
４
万
２
０
０
０
円
ま
で
の
利
用
料

・
認
可
外
保
育
施
設
、
認
可
保
育
所
の

一
時
保
育
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、
フ

ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
な

ど
を
利
用
し
た
場
合
、
無
償
化
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

〇
必
要
書
類
の
提
出
先

・
認
可
外
保
育
施
設
の
み
当
該
施
設
に
、

そ
れ
以
外
は
こ
ど
も
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

障
害
児
通
園
施
設

▽
３
〜
５
歳
の
子
ど
も
の
利
用
料

・
幼
稚
園
、
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園

と
併
用
す
る
場
合
も
無
償
化
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

※
「
認
定
申
請
書
」
と
保
育
の
必
要
性

の
認
定
要
件
（
図
２
）
を
確
認
で
き
る

書
類
（
両
親
分
）
の
提
出
が
必
要
で
す
。

こ
ど
も
課
（
市
庁
舎
３
階
、
☎
65
・
４
１
５
９
）

　
10
月
か
ら
、
国
が
主
導
で
進
め
る
少
子
化
対
策
の
一
つ
と
し
て
、
幼
児

教
育
・
保
育
に
関
わ
る
利
用
料
の
無
償
化
が
始
ま
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

利
用
料
無
償
化
の
対
象
と
な
る
の
は

次
の
通
り
で
す
。（
図
１
）

幼
稚
園
・
保
育
所
、認
定
こ
ど
も
園
な
ど

▽
３
〜
５
歳
の
利
用
料

▽
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
０
〜
２
歳
の

利
用
料

・
私
学
助
成
幼
稚
園
は
、
月
額
２
万
５

７
０
０
円
ま
で
無
償
と
な
り
ま
す
。

・
満
３
歳
に
な
っ
た
後
の
４
月
１
日
か

ら
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
３
年
間
で
す
。

な
お
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
の
教

育
利
用
の
子
ど
も
は
、
入
園
時
期
に
合

わ
せ
て
、
満
３
歳
か
ら
対
象
で
す
。

〇
副
食
費
に
つ
い
て

・
副
食
（
お
か
ず
、
お
や
つ
）
の
費
用
は
、

引
き
続
き
保
護
者
の
負
担
と
な
り
ま
す

（
０
〜
２
歳
は
除
く
）。

検 索帯広市 幼児教育・保育の無償化

保育の必要性の認定要件

▽就労（月64時間の労働）

▽妊娠・出産

▽疾病・障害

▽介護・看護

▽災害復旧活動

▽求職活動　など

図１　幼児教育・保育の無償化の主な例

図２

注１：�幼稚園・認定こども園【教育利用】の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、
無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受けることが必要。

注２：�地域型保育事業も無償化の対象。また、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も対象。
注３：�年収360万円未満相当世帯の子どもと第３子（幼稚園・認定こども園【教育利用】は小学

校３年生から数える。認可保育所・認定こども園【保育利用】は就学前児童から数える）
以降の子どもは、副食の費用が免除されます。

住民税非課税世帯の０〜２歳も上記と同様に無償化の対象になる。
ただし、幼稚園・認定こども園の預かり保育は、月１万6300円まで無償。認可外保
育施設の場合、月４万2000円まで無償。

保育の必要
性の認定事
由に該当す
る子ども
・共働き家庭
・働いている
　ひとり親
　家庭など

３
〜
５
歳

上記以外
・専業主婦
　（夫）
　家庭など

無　償
私学助成幼稚園は月2万5700円まで利用 幼稚園・保育所・認定こども園

障害児通園施設

幼稚園保育料の無償化
上限額（2万5700円）に加えて
月1万1300円まで無償

利用 幼稚園・認定こども園【教育利用】の
預かり保育

ともに無償
幼稚園は月2万5700円まで

複数
利用 ＋

幼稚園
保育所

認定こども園
障害児
通園施設

無　償
幼稚園は月2万5700円まで利用 幼稚園・認定こども園

障害児通園施設

複数
利用

幼稚園
認定こども園

障害児
通園施設

ともに無償
幼稚園は月2万5700円まで＋

月3万7000円まで無償
利用
複数
利用（　　）

認可外保育施設、
ベビーシッターなど

（一般的にいう認可外保育施設、
　自治体の認証保育施設など）


